
 

初任運転者教育の開催について  
 

（一社）茨城県トラック協会では「初任運転者特別講習」を「貨物自動車運送事

業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する

告示」（国土交通省告示第１３６６号）に基づき初任運転者に対する座学の１５時

間以上の教育について、実車を用いて指導する項目を除く教育（１２時間）を協会

が事業者に代わって開催しますのでご案内します。  

 

記  

 

１ 初任教育開催日及び時間  

   毎月開催 

   ・受付開始 ９：００～ 

    ・教育時間  ９：３０～１６：３０（昼休憩１２：００～１３：００、外出可） 

    ＊座学１２時間の教育内容を、２日間で教育を行います。 

 

２ 開催場所  

  茨城県トラック総合会館 （２Ｆ研修室）  

  茨城県水戸市見川町 2440－1 TEL029-303-7201（適正化事業部）  

 

３ 初任運転者教育内容  

  座学１２時間：初任教育カリキュラム参照（別添）  

なお、実車を用いた教育（積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造

上の特性）については、各事業者において３時間以上実施すること  

 

４ 教育対象者  

  初任運転者（運転手として新たに雇い入れた者で、営業用トラックの経験がな

い、あるいは経験はあるが３年以上のブランクのある方が対象になります）  

 

５   申込み方法  

  毎月、開催日の５日前迄を締切りとし、別紙により「初任運転者教育申込書」

を FAX または、セミナー予約システム  

(https://seminar.ibatokyo.or.jp)にてお申込み下さい。  

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）  

https://seminar.ibatokyo.or.jp/


 

初任運転者に対する特別な指導教育カリキュラム

教 育 内 容 時間 実施機関 備考

１. 運転の心構え トラック輸送の社会的重要性、事故の社会的影響、

交通事故統計を用いた教育、安全運行の心構え

２. 安全確保の遵守すべき基本的事項 トラック運行に係る法令、義務を果たさない場合の

影響の把握

３. 構造上の特性 トラックの特性に合わせた運転、トレーラーの特性

に合わせた運転、貨物の特性を理解した運転

４. 正しい積載方法 偏荷重の危険性、安全輸送のための積付け・固縛の

方法、荷崩れ防止のための走行中の留意事項

５. 過積載の危険性 過積載による事故要因と社会的影響、過積載による

罰則、過積載の防止

６. 危険物運搬上の留意事項 危険物の性状、危険物輸送の基本的事項、タンク

ローリー運行上の注意事項

７. 運行経路等の道路及び交通状況 適切な運行経路の選択と経路情報の把握、許可運送

における経路選択

８. 危険予測及び回避 危険予測運転の必要性、危険予測のポイント、危険

予知訓練、指差呼称及び安全呼称、緊急時における

適切な対応

９. 運転適性に応じた安全運転 適性診断の必要性、適性診断結果の活用方法

10. 運転者の生理及び心理的要因 交通事故の生理的・心理的要因、過労運転防止の

ための留意点、飲酒や薬物影響による危険運転防止

のための留意点、ヒューマンエラーを防ぐために

11. 健康管理の重要性 健康起因の事故と健康管理の必要性、健康管理の

ポイント

12. 安全性の向上を図るための援装置

を備える運転方法

運転支援装置に係る事故の事例、運転支援装置の

性能及び留意点

１. 日常点検業務 日常点検、点検簿等の記載要領

２. 特性に応じた運転方法 車高、車長、車幅に合わせた運転と死角等

３. 積載方法及び固縛方法 積付け、固縛要領
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別紙  

（一社）茨城県トラック協会適正化事業部 行き  

FAX:０２９－３０３－７２０２  

                            令和  年  月  日  

 

（一社）茨城県トラック協会会員専用初任運転者教育申込書 

 

申込月  開 催 日  実  施  時  間  研  修  室  

 令和８年７月１６日（木）・１７日（金）  9:30 ～  16:30 ３  

 令和８年８月６日（木）・７日（金）  9:30 ～  16:30 ３  

 令和８年９月２日（水）・３日（木）  9:30 ～  16:30 ３  

申込月に「○」印を記入して下さい。  

 

＊  開催場所：茨城県トラック総合会館 （２Ｆ研修室）  

＊  教育は２日間になります。昼食は各自準備お願いします。（昼休憩６０分、外出可）  

＊  受講者は、事業用トラックドライバー研修テキストをご持参願います。（貸出可）  

＊  教育対象者は、運転手として新たに雇い入れた者で営業トラックの経験がない、あるいは

経験はあるが 3 年以上のブランクのある方が対象です。  

＊  茨城県トラック協会会員様のみ受講できます。  

 

会  社  名              営業所名   

申込事業所住所  〒     

電話・FAX 番号  TEL FAX 担当者名   

受講者氏名  

フリガナ  生年月日   性別 男性・女性  

   年   月   日  

採  用  年  月  日  令和   年    月     日 

受講者の運転経

験に○印  

１ 事業用自動車（トラック）の運転経験がない者  

２ 事業用自動車（トラック）の運転から 3 年以上離れていた者 

運転免許の種類  普通・５トン限定準中型・準中型・８トン限定中型・中型・大型・けん引・（    ）  

所属支部  県北・日立・水郡線・常陸那珂・水戸・石岡・土浦・県南・水戸線・常総・古河 ・県西・鹿行  

 



 

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）  

 

＝ 茨城県トラック協会 会員の皆さまへ ＝ 

 初任運転者教育がeラーニングで受講できます  

す＜トラックドライバー初任運転者教育のオンライン型学習システムを導入＞ 

茨城県トラック協会では、従前より参集型の初任運転者特別講習を開催してお

りますが、それに加え、「いつでもどこでも」オンラインで学習し、受講資格を取得

することができるeラーニング（会員限定）を導入しました。会員事業所のパソコン

等から、Ｗｅｂでオンライン受講することができますので是非ともご活用下さい。  

 

 

 

e ラーニングの初任運転者講習はパソコン・スマートフォン・タブレット

に対応しており、いつでもどこでもお好きな時間に受講することが出

来ます。※Wi-Fi 環境での受講を推奨いたします。 

国土交通省で定めている「初任運転者に対する特別な指導」の法定義

務は１５時間以上。そのうち１２時間分の座学講座を e ラーニングで

受講できます。※実車を用いた指導（３時間）は各社で実施し、記録を残して下さい。 

☆この他、実際にトラックを運転させた安全運転の実技指導（添乗教育等）が 
２０時間以上必要となります。 

【その他のメリット】 

・会員事業者や受講対象者の都合に合わせて申込み、受講が可能。 

・各講座に理解度チェックリストがあり、効果測定後に適切なフォローが可能。 

・終了後に指導教育記録簿（修了証）、実車を使用しての指導項目教材一式をメールで送付。 

【受講要領】 

① 受講料金：無料（会員限定） 

② 受講期間：５日間を１枠とし、この５日間に受講完了する。 

③ 受講対象：会員事業者の新たに雇い入れた運転者とし、非会員の申込みは受け付けない。 

④ 受講人数：１枠につき１事業所２名まで（１枠最大５名まで）とする。 

⑤ 申込期限：受講開始日の３日前まで。 

⑥ 申込確認：申込み受付完了後、入力頂いたメールアドレスに予約内容の確認メールが自動 

配信されます。メールアドレスを間違えて入力しますと確認メールが届きません 

ので、良くご確認の上入力願います。 

 

☆お申込みは上記のＱＲコード、または 
ホームページのネット予約ページから 
バナーをタップ！!  

スマホ用QR コード 


